
２０２１．２．１ 原子力エネルギー協議会

使用前事業者検査（溶接）に係る技術基準
に関する確認事項
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原子力エネルギー協議会

１．溶接士技能認証標準に適合する
溶接士技能の更新について
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内容確認 材料確認 開先確認

溶接作業中
確認

浸透探傷試験確認
クラッド溶接部
管と管板溶接部 機械試験確認

断面検査確認
管と管板溶接部

１．溶接士資格を新規に取得する場合

新規取得者の溶接士技能認証標準に適合する溶接士資格の有効期間の起点は、技術基準規則解釈 別記−５ （４）溶接士技能認証標
準に適合する溶接士技能の有効期間（「溶接規格2007」及び「溶接規格2012(2013)」）に「イ 認証標準を満足する技能を有する溶接士に
よって行われた溶接とみなされる期間は、自動溶接機を用いない溶接士にあっては、（２）又は（３）イにより技能の認証を受けた日から２年・・・」
とあるが、各事業者及び各溶接施工工場で協議の上、従前の溶接事業者検査の運用を踏襲し、「機械試験確認」日を起点としている。

 「機械試験確認」日を起点とする考え方の根拠は、平成7年10月の省令82号 第2条の4 に「…溶接士の技能について、告示で定める試験方法に
よる試験を受け、これに合格したときは、その試験の合格の日より起算して2年間に限り、…」 とあり、溶接士技能を直接的に確認した日を起点とする
ものであるが、実際に溶接施工できる期間の始期は、「機械試験確認」以降2年間のうち、各事業者が技術基準適合確認を行い、それに基づき溶
接士リストを承認した日以降として、各事業者及び各溶接施工工場ともに管理しているため、安全上の問題は生じない。

あらかじめの検査（溶接士）

有効期間
の起点

①溶接士技能認証標準に適合する溶接士資格の有効期間
（例えば2年間）

実際に溶接施工できる期間

（①－②）

溶接士リスト改定・承認

技術基準適合確認

(検査実施責任者)

②溶接士リスト
承認までの間
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２．溶接士資格を更新する場合

資格更新者の溶接士技能認証標準に適合する溶接士資格の有効期間の起点は、技術基準規則解釈 別記−５に「・・・技能の認証を受けた日
から2年を経過する日前までに、（法第４３条の３の１１第２項の確認をした場合）その適合した日より起算して・・・」とあるが、各事業者及び各
溶接施工工場で協議の上、従前の溶接事業者検査の運用を踏襲し、「耐圧検査及び外観検査」の合格日を起点としている。

 「耐圧検査及び外観検査」の合格日を起点とする考え方は、溶接士技能を直接的に確認した日を起点とする観点から、溶接事業者検査運用ガイ
ドの「 「その適合した日」とは、溶接士が従事した構造物の溶接事業者検査のガイド別表2に規定する「ト 耐圧試験」で適合が確認された日をいう。」
を踏襲して設定しているが、実際に溶接施工できる期間の始期は、 「耐圧検査及び外観検査」の合格日以降2年間のうち、各事業者が技術基準
適合確認を行い、それに基づき溶接士リストを承認した日以降として、各事業者及び各溶接施工工場ともに管理しているため、安全上の問題は生じ
ない。

３．確認事項
法第43条の3の11の確認は、使用前事業者検査（溶接）の計画書単位で実施するため、直近の適合した日から２年を経過する日を超えて実施
する場合もあるが、その場合でも、 「耐圧検査及び外観検査」の合格日を起点とした有効期間内で、溶接士リストが承認された以降に溶接施工でき
るものとして管理しているため、安全上の問題はないと考えているが、この運用に問題はないか確認したい（下図の雲々）。

開先
検査

溶接作業
検査

熱処理検査
クラス4管
を除く

耐圧検査
外観検査

技術基準適合確認

溶接士技能認証標準に適合する溶接士資格の有効期間
（例えば2年間）

非破壊
検査

機械検査
クラス4管
を除く 法第43条の3の11の確認

有効期間
の起点

①溶接士技能認証標準に適合する溶接士資格の有効期間
（例えば2年間）

実際に溶接施工できる期間

③法第43条の3の11の確認
までの期間

（①－③）

(検査実施責任者)

(9/1)

(11/1)

(12/1)

溶接できない期間

溶接士リスト改定・承認

法第43条の3の11の確認

(検査実施責任者)

溶接士リスト改定・承認
実際に溶接施工できる期間

（①－②）②法第43条の3の11の確認
までの期間

有効期間
の起点
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あらかじめの
確認

材料
検査

構造物の検査

技術基準適合確認
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技術基準規則解釈 別記−５の改正

改正後 改正前

（４）溶接士技能認証標準に適合する溶接士技能の有効期間（「溶接
規格2007」及び「溶接規格2012(2013)」）

イ 認証標準を満足する技能を有する溶接士によって行われた溶接とみなさ
れる期間は、自動溶接機を用いない溶接士にあっては、（２）又は
（３）イにより技能の認証を受けた日から２年、自動溶接機を用いる溶接
士にあっては、（２）により技能の認証を受けた日又は（３）ロによる要件
を満たすこととなった日から１０年とする。

ロ （４）イの規定にかかわらず、自動溶接機を用いない溶接士にあっては、
（２）又は（３）イにより技能の認証を受けた日から２年を経過する日
前に、次のいずれかに適合する場合にあっては、その適合した日より起算して
２年間、自動溶接機を用いる溶接士にあっては、（２）により技能の認証
を受けた日又は（３）ロによる要件を満たすこととなった日から１０年を経
過する日前に、次のいずれかに適合する場合にあっては、その適合した日か
ら起算して１０年間は、その溶接士の当該技能によって溶接を行うことがで
きる。

ａ）原子炉等規制法第４３条の３の１１第２項の確認をした場合

ｂ）次に掲げる検査のいずれかに合格し又は確認をした場合
• 船舶安全法（昭和８年法律第１１号）第５条又は第６条の検査
• ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労働省令第３３号）
第７条又は第５３条の検査

• 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第５６条の３の検
査

• 原子炉等規制法第１６条の３第２項、第２８条第２項、第４３条
の１１第２項、第４６条第２項、第５１条の８第２項又は第５５
条の２第２項の確認

（４）溶接士技能認証標準に適合する溶接士技能の有効期間（「溶接
規格2007」及び「溶接規格2012(2013)」）

イ 認証標準を満足する技能を有する溶接士によって行われた溶接とみなさ
れる期間は、自動溶接機を用いない溶接士にあっては、（２）又は
（３）イにより技能の認証を受けた日から２年、自動溶接機を用いる溶接
士にあっては、（２）により技能の認証を受けた日又は（３）ロによる要件
を満たすこととなった日から１０年とする。

ロ （４）イの規定にかかわらず、自動溶接機を用いない溶接士にあっては、
（２）又は（３）イにより技能の認証を受けた日から２年を経過する日
前に、次のいずれかに適合する場合にあっては、その適合した日より起算して
２年間、自動溶接機を用いる溶接士にあっては、（２）により技能の認証
を受けた日又は（３）ロによる要件を満たすこととなった日から１０年を経
過する日前に、次のいずれかに適合する場合にあっては、その適合した日より
起算して１０年間は、その溶接士の当該技能によって溶接を行うことができ
る。

ａ）核原料物資、核燃料物資及び原子炉の規制に関する法律（昭和３
２年法律第１６６号）第４３条の３の１３の検査に適合していることが
確認された場合

ｂ）次に掲げる検査のいずれかに合格した場合
• 船舶安全法（昭和８年法律第１１号）第５条又は第６条の検査
• ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労働省令第３３条）
第７条又は第５３条の検査

• 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第５６条の３の検
査

• 核原料物資、核燃料物資及び原子炉の規制に関する法律（昭和３
２年法律第１６６号）第１６条の４、第２８条の２、第４３条の
１０、第４６条の２、第５１条の９又は第５５条の３の検査
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溶接安全管理審査に関する運用要領

改正後 改正前

廃止 技術基準解釈別記－5「3.（4）ロ」に規定する「法第43条の3の13の検
査に適合していることが確認された場合」の「その適合した日」とは、溶接士が
従事した構造物の溶接事業者検査のガイド別表2に規定する「ト 耐圧試
験」で適合が確認された日をいう。

※溶接安全管理審査に関する運用要領は廃止となったが、溶接事業者検査から運用を変えないよう、同様の内容をATENAガイドに取り込み
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原子炉等規制法の改正

改正後 改正前

43条の3の11（使用前事業者検査等）
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その
結果を記録し、これを保存しなければならない。

２ 前項の検査（次項及び第四十三条の三の二十四第一項において「使
用前事業者検査」という。）においては、その発電用原子炉施設が次の各
号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
１号 その工事が第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受
けた設計及び工事の計画（同項ただし書の原子力規制委員会規則で定
める軽微な変更をしたものを含む。）又は前条第一項の規定による届出を
した設計及び工事の計画（同項後段の原子力規制委員会規則で定める
軽微な変更をしたものを含む。）に従って行われたものであること。
２号 第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。

（削除）

43条の3の11（使用前検査）
第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは
変更の工事をする発電用原子炉施設又は前条第一項の規定による届出
をして設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設（その工事の計
画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一
項の規定による届出をしていないものを除く。）は、その工事について原子力
規制委員会規則で定めるところにより原子力規制委員会の検査を受け、こ
れに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、原子力規制
委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれに
も適合しているときは、合格とする。

１号 その工事が第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受
けた工事の計画（同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微
な変更をしたものを含む。）又は前条第一項の規定による届出をした工事
の計画（同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をした
ものを含む。）に従って行われたものであること。
２号 第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。

43条の3の13（溶接安全管理検査）
第1項 溶接事業者検査
第2項 技術基準適合義務
第3項～第6項 安全管理審査

実用炉規則の改正

改正後 改正前

第14条の２（使用前事業者検査の実施）

使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法
二 機能及び性能を確認するために十分な方法
三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行わ
れたものであることを確認するために十分な方法
２ 使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、
方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

第16条（使用前検査の実施）

使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、原子力施
設検査官が同表の下欄に掲げる検査事項（同表第一号の下欄に掲げる
検査事項については、可搬型の機械又は器具に係る検査事項を除く。）に
ついて行うものとする。
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２．溶接士技能認証標準と
同等と認められるもの(JIS年度等)について

8

原子力エネルギー協議会



＜技術基準解釈 別記−５ ３．（３）溶接士技能認証標準と同等と認められるもの 抜粋＞

イ自動溶接機を用いない溶接士について
ｂ）日本産業規格JIS Z 3801(1997)「手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」、日本産業規格JIS Z 3821(2001)
「ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準」若しくは日本産業規格JIS Z 3841(1997)「半自動溶接技術検定にお
ける試験方法及び判定基準」の規定に準拠して社団法人日本溶接協会が行う評価試験に合格し適格性証明書の交付を受けた者で
あって、別表第４の資格区分に掲げる溶接士の技能の区分に応じ、ＪＩＳ資格区分の項に規定する資格の技量の認定を受けている者
が溶接を行う場合

１．はじめに

溶接士技能に係る内容として、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」別記−５ ３．（３）に「溶
接士技能認証標準と同等と認められるもの」が規定されており、その一つとして日本産業規格（ＪＩＳ）の有資格者により溶接を行う
場合が認められている。

9

２．社団法人日本溶接協会が行う評価試験について

日本溶接協会による評価試験はこれまで別記−５に規定されたＪＩＳ年度に基づき実施されてきたが、関連ＪＩＳの改正に伴い２０
１９年１２月１日より以下のＪＩＳ年度に基づき実施され、適確性証明書が交付されることになっている。

また、２０１９年１１月３０日までに旧年度でのＪＩＳ資格を取得した溶接士については、次回更新（取得から３年後）において
適用年度が変更となる。

規格番号

適用年度

技術基準解釈 別記－５
日本溶接協会による評価試験
（2019 年12 月1 日以降）

JIS Z 3801 1997 2018

JIS Z 3821 2001 2018

JIS Z 3841 1997 2018
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３．別表第４におけるJIS Z 3801 の資格区分について

別記−５ 別表第４において「溶接士技能認証標準と同等と認められるもの」のＪＩＳ資格区分（JIS Z 3801）は、現状「被覆アー
ク溶接：Ａ，Ｎ」および「ガス溶接：Ｇ」とされている。

一方で、JIS Z 3801（1997）には上記溶接方法の他、「ティグ溶接：Ｔ」（および組合せ溶接）の技術検定試験が規定されている。
また、「発電用⽕力設備の技術基準の解釈」において、同等と認められるＪＩＳ資格区分（JIS Z 3801）には「ティグ溶接：Ｔ」が含
まれており、原子力側と⽕力側で同等と認められるＪＩＳ資格区分に違いがある状況となっている。

技術基準規則解釈 別記−５ 発電用火力設備の技術基準にお解釈

日本産業規格JIS Z 3801(1997)「手溶接技術検定における試験
方法及び判定基準」、日本産業規格JIS Z 3821(2001)「ステンレ
ス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準」若しくは日本産
業規格JIS Z 3841(1997)「半自動溶接技術検定における試験方
法及び判定基準」の規定に準拠して社団法人日本溶接協会が行う
評価試験に合格し適格性証明書の交付を受けた者であって、別表第
４の資格区分に掲げる溶接士の技能の区分に応じ、ＪＩＳ資格区
分の項に規定する資格の技量の認定を受けている者が溶接を行う場
合

日本産業規格JIS Z 3801(1997)「手溶接技術検定における試験
方法及び判定基準」、日本産業規格JIS Z 3811(2000)「アルミニ
ウム溶接技術検定における試験方法及び判定基準」日本産業規格
JIS Z 3821(2001)「ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法
及び判定基準」若しくは日本産業規格JIS Z 3841(1997)「半自
動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」の規定に準拠す
る評価試験に合格し適格性証明書の交付を受けた者であって、別表
第１６の資格区分に掲げる溶接士の技能の区分に応じ、同表の日
本工業規格資格区分の項に規定する資格の技能の認定を受けてい
る者が溶接を行う場合
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４．確認事項

(1)ＪＩＳ年度について

使用前事業者検査（溶接）対象機器の施工にあっては、溶接士技能認証標準に基づく有資格者での対応を基本としているが、一部
の溶接施工工場においてはＪＩＳ資格により対応する場合が考えられる。

再稼働プラントが少なく、使用前事業者検査（溶接）に係る工事が限られている中、溶接士技能認証標準に基づく有資格者の実績に
よる更新が難しくなっている状況等を踏まえると、「溶接士技能認証標準と同等と認められるもの」の制度を有効に活用したいと考えるもの
の、２項に記載の通り、2019年12月1日以降、別記−５指定のＪＩＳ年度で資格取得はできないことから、別記−５のＪＩＳ年度
の取扱いを確認させて頂きたい。

① 技術基準規則解釈 別記−５を改定して頂けるか。
② 技術基準規則解釈 別記−５は改定しないが、事業者が規格の同等性を評価した上で、技術基準規則解釈 別記−５のＪ

ＩＳ年度と異なる年度の規格により対応してよいか。

(2) JIS Z 3801 の資格区分について

「溶接士技能認証標準と同等と認められるもの」は、ＪＩＳの規定に準拠して社団法人日本溶接協会が行う評価試験に合格し適格
性証明書の交付を受けた者であって、別表第４の資格区分に掲げる溶接士の技能の区分に応じ、ＪＩＳ資格区分の項に規定する資
格の技量の認定を受けている者である。

この考え方自体は⽕力・原子力で共通であることから、 「溶接士技能認証標準と同等と認められるもの」の制度を更に有効に活用できる
ようにするため、⽕力側との足並みを揃え、別記−５ 別表第４のＪＩＳ資格区分（JIS Z 3801）に「ティグ溶接：Ｔ」を追加して頂
けないか確認させて頂きたい。

11

原子力エネルギー協議会


